
2026年度 日本訪問看護財団 

訪問看護等在宅ケア研究助成 募集要項 
 

当財団では、研究助成事業を行っています。研究助成期間は 1 年間を基本としています

が、2025 年度より研究内容によっては最大 2 年間の研究も受け付けています。皆さまのご

応募をお待ちしております。 

 

【研究テーマ】 

１．優先テーマ：「訪問看護の質」「訪問看護師と多職種の連携」「人材確保と定着」に関する研

究 

２．訪問看護等在宅ケアに関する研究 

注）１．は財団が定めるテーマです。当該テーマに合致する場合は優先的に採択します。 

 

【応募条件】 

１．研究代表者は、日本訪問看護財団の会員とします。 

２．研究代表者は、原則、訪問看護等在宅ケアに従事している者とし、所属や職種は問い

ません。 

３．研究代表者は、学位請求論文の作成を目的として研究に取り組んでいる者も可能です

が、この場合、共同研究者に訪問看護等在宅ケアに従事している者を含めてください。 

４．申請は１名につき、１件とし、申請時点で過去３年以内に本助成事業で採択された者

を除きます。 

５．申請する研究課題と同一内容の研究について、他機関からの研究助成等を受けていた

場合は対象外とします。 

６．営利目的や既に発表されている研究は対象外とします。 

７．研究実施体制の構成員には、研究の指導ができる立場にある者（研究代表者でも可）
注１を１名以上含めてください。 

８．自施設または共同研究者の施設等において、倫理審査委員会の承諾を得てください注２。 

 

注１：「研究の指導ができる立場にある者」とは、博士号を取得した者または大学の教員であっ

て講師以上の役職にある者を指します。 

注２：助成申請時点で倫理審査委員会に申請中である場合も受け付けます。この場合には、審査

結果が出た時点で事務局に速やかにご連絡ください。また、結果に応じて研究計画の修正が

生じた場合等には、申請書の再提出も合わせて必要となりますので、ご注意ください。 

 

【選考方法および決定】 

選考委員会において、以下の要件を選考基準として、選考を行い決定します。 



１）訪問看護等在宅ケアに関するテーマであること 

２）実践の場の改善や実践者の意欲向上につながる研究であること 

３）研究目的と研究方法の整合性があること 

４）研究可能な体制であること 

５）共同研究者を必ず入れ、実践者と共同研究者（大学等）の研究体制があること 

６）創意ある研究であること 

７）倫理的配慮が明記されていること 

  ８）研究計画に基づく助成金用途内訳が妥当であること 

 

・助成対象としての採否に関する通知は、6月上旬頃申請者全員に対し文書にて通知します。

なお、選考過程についてのお問い合わせには対応致しかねます。 

 

【助成金額】 

原則、単年度研究は 1 件 50 万円程度とします。ただし、次に該当する場合はこの限りで

はありません。 

１）優先研究テーマに則しており、単年度研究においてテーマに沿った研究成果が期待

される研究 

２）優先研究テーマに則しており、複数年（最大 2年間）での実施を計画された研究で 

あって、テーマに沿った研究成果が期待される研究 

 

注）複数年（最大 2年間）に該当する研究に対する助成金額は、通算して 200万円を上 

 限とし、単年度ごとに助成金の交付を行います。2 年目の交付額については、1 年目

の実績報告を評価したうえで決定します。 

 

【申し込み方法】 

・ 所定の申請書に必要事項をご記入の上、メールにてご提出願います。 

・ 申請書は日本訪問看護財団ホームページよりダウンロードしてください。 

申請書提出期間 2026年 2月 1日～3月 31日（電子媒体による提出） 

 

【申請書提出先】 

〒150-0001 

東京都渋谷区神宮前 5-8-2 日本看護協会ビル 5階 

公益財団法人日本訪問看護財団 研究助成担当  

kenkyu3@jvnf.or.jp 

Tel 03-5778-7001（代表） 

 

mailto:Kenkyu3@jvnf.or.jp


【結果報告】 

・ 研究成果は、助成金の給付を受けた年度末までに報告書として提出していただきます。 

・ 研究成果は、当財団理事会に報告した後、当財団ホームページ等で公表いたします。 

 

【申請等における注意事項】 

・ 提出された申請書等の書類は当財団の個人情報取り扱い規定に従い、選考に関連する

事務手続き以外には使用いたしません。なお、書類の返却はいたしません。 

・ 助成金は個人名義の金融機関口座へ振り込みます。所属機関への助成ではありません

が、管理上大学などの所属機関宛に直接振り込みをすることは可能です。 

・ 採択後に研究計画、方法、助成金使途内訳の大幅変更は認められません。やむを得ず変

更が生じる場合は、事前に財団事務局にご相談ください。 

・ 申請者が大学院生の場合は、別紙１「日本訪問看護財団 『訪問看護等在宅ケア研究助

成』 申請書」の【申請者の推薦】の欄を必ず記入の上、ご提出ください。推薦者は、

原則、研究指導者とし、研究内容と申請者について責任をもって推薦できる人としま

す。なお、自己推薦はお受けできません。 

・ 研究成果を学会等に発表する場合には、申請者を筆頭とし、「公益財団法人日本訪問看

護財団の助成による」旨の記載をお願いいたします。 

・ 申請または関連するテーマで他機関から助成金を受けている研究は申請できません。

当財団への申請中に他機関からの助成金交付が決定した場合は、速やかに事務局に連

絡してください。助成交付決定を受けた後に、他機関からの助成を受けている事実が

発覚した場合には、当財団の助成は廃止となり、助成金を返納してもらいます。この場合、

返納に係る手数料やその他諸経費について、当財団では一切の責任を負えませんのでご留

意ください。 

・ 完了報告書提出後の確認においても助成金使途の内容によっては、返金を求める場合

がありますので、直接経費及び間接経費の管理にはご注意ください。また、研究実施の

結果、全額執行には至らず残金が生じた場合にも返金をお願いします。 

 

【（参考）助成の中止又は返金を求める場合】 

・ 心身の故障のため所期の成果を収める見込みがなくなったとき 

・ 研究助成金を辞退、または、必要としなくなったとき 

・ 研究実施体制の確保が困難となったとき 

・ 新型インフルエンザ等の新興・再興感染症のまん延等、予期せぬ天災等により調査研究の

継続が困難となったとき 

・ 申請された研究計画から研究実施が著しく遅延し、年度内での遂行が困難であると事務局

の審議依頼に基づき、委員会で判断されたとき 

・ 当財団からの助成期間中に、【応募条件】を満たしていないことが発覚したとき 



・ その他、不適切と認められたとき 

※上記に関連する事象が発生した場合には、速やかに事務局にご連絡ください 


